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電気通信事業者協会とは



電気通信事業者協会について
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電気通信回線設備を設置する電気通信事業者

（第一種電気通信事業者（2004年法改正前))

1987(昭和62)年9月

※1985(昭和60)年4月1日、電気通信事業法が施行(電気通信の自由化)

1987(昭和62)年 NCC（中継系）事業開始（中継電話等）

設 立

目的
電気通信事業者共通の課題への対処等を通じて、電気通信

事業の健全な発展と国民の利便性向上に資することを目的

会員構成

正会員 48社会員数



協議組織
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※TCA HPより (https://www.tca.or.jp)
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TCA 安全・信頼性協議会



安全・信頼性協議会について
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1992(平成4年)年9月設 立

目 的
電気通信システムの安全・信頼性確保のため事業者間連携

を推進することを目的とする。

背 景

1992(平成4）年5月14日 郵政省 「電気通信システムの安全・
信頼性に関する研究会」中間報告書にて、事業者間連携に関する体
制について、事業者が協力して連携に関する課題の解決等を図るた
めの継続的・自律的な体制が必要という旨、指摘された。
6月15日・6月22日の準備会合を踏まえ、7月17日の運営委員会
にて承認を得て、9月4日に第1回協議会を開催し、設立された。

・電気通信管理網の標準化動向の調査
・安全・信頼性対策技術の動向調査

（ハロン消火設備代替物の開発動向、 電気通信設備における電源の安定的供給、
電気通信設備の空調の在り方）

・安全・信頼性に関する情報収集・交換

当時は以下のところから検討を開始



現在 2021（令和3)年4月1日時点での協議会構成
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安全・信頼性協議会構成会社

●安全基準検討ワーキンググループ

●災害用伝言ワーキンググループ

●緊急速報メールワーキンググループ

●ケータイワーキンググループ

○電力・燃料の確保等に係る連絡会（指定公共機関）

・総務省（内閣府）研究会等からの事業者共通の課題検討の場として
協議会の下に必要に応じて随時WGを設置

・事業者共通のルール・ガイドライン等の作成

2021年4月時点 継続中WG

内閣府、情報セキュリティ戦略本部における、NISC「重要インフラにおける情報セキュリティ
確保に係る安全基準等策定指針」に基づき、電気通信分野ににおける安全基準をその他、
法令・ガイドラインを含め調査し、TCAで定める「電気通信分野における情報セキュリティ確
保に係る安全基準」の改定について専門的に検討を行う。

大規模災害発生時に安否確認手段として提供する災害用伝言サービスの事業者間連携に
よる運用及び技術的な案件について専門的に検討を行う。

緊急地震速報、津波警報、自治体の災害・避難情報を該当のエリアへ配信する緊急速報
メールについて、関係機関※との事業者間の連携及び技術的な案件について専門的に検討
を行う。

※資源エネルギー庁・消防庁・気象庁・国交省等

主として携帯電話・ＰＨＳの事業者の連携が必要となる技術的な案件について、専門的に
検討を行う。

総務省「災害時における通信サービスの確保に関する連絡会」で取り上げられる課題（主に電力・燃料にの確保に係
る課題）を解決するため、関係業界・関係省庁との連携等、通信業界としての連携のための連絡会。

本TF第2回・第3回会合 10事業者の発表

・TCA会員会社から9社
内、安全・信頼性協議会構成会社から8社
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TCA 安全・信頼性協議会の取り組み例の紹介



通信市場の変化
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災害時光ファイバー緊急相互融通スキーム（災害時相互融通WG)

新潟中越地震 ２００４（平成１６）年１０月



10

災害時相互融通WG①



災害時相互融通WG➁
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情報セキュリティ確保に係る安全基準（安全基準検討WG)



情報セキュリティ確保に係る安全基準（安全基準検討WG)

2006年

2020年

情報セキュリティ戦略本部（議長：内閣官房長官）において「重要インフラにおけ
る情報セキュリティ確保に係る『安全基準等』策定にあたっての指針」が決定されて
いる。
（平成１８年２月初版制定、令和元年５月２３日第５版改定が最新）

「電気通信分野」も重要インフラのひとつに位置付けられており、
TCAで制定する「電気通信分野における情報セキュリティ確保に係る安全基準」
は、電気通信分野における「安全基準等」の一つとして、電気通信分野の特性を
踏まえ、取り組むことが望ましいと考えられる情報セキュリティ対策の基準について業
界団体が定めるガイドラインを、政府指針に基づき策定したものである。

会員各社毎の取組みにおいても、内規の見直し等、必要に応じて対策の改善に活
用されることを期待するものである。

目次抜粋
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主な調査対象

2020年～2021年の活動
・個人情報保護に関する法令等の調査

2020年3月（改正法の成立） 2021年 政令・ガイドライン等 2022年春（改正法施行）
・ISMAP※の開始に伴う調査

2020年6月運用開始
※政府情報システムのためのセキュリティ評価制度

→ 安全基準へ反映 注意喚起

安全基準検討WG
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ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策 （共通WG)



ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策 （共通WG)

2010（平成22）年6月30日
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共通WG

審議会答申を受け、TCAに検討要請のあった課題
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災害対策への取り組み

東日本大地震 ２０１１（平成２３）年３月



災害対策

東日本大震災を受け、災害対策のさらなる強化が進められた。

例
●ネットワークの強靭化対策

局舎対策（耐震・耐津波等）、停電対策（局舎・基地局等）

●重要通信の確保の検討

●輻輳対策・安否確認手段の充実の検討
・携帯・PHS災害用伝言サービス
・web171 全社一括検索に関する検討

●緊急速報メールの整備検討
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ネットワークの強靭化の促進

ネットワーク整備事業費補助金交付によるネットワークの強靭化

2013（平成25）年2月

総務省の地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金交付要綱
（平成２５年２月２７日総情地第１５号）に基づき、地域における
情報通信基盤の強じん化を行う者に対し、当該事業に要する経費を助
成するための電気通信事業者協会電気通信ネットワーク整備事業費
補助金の交付。

指定公共機関が所有する電気通信ネットワークのうち、切断等により
広範囲の通信障害や防災上必要な通信の確保に支障等が生じるおそ
れがある設備について、無線又は有線による多重化や迂回路の整備等
を行う。

これを契機に、
・局舎等の耐災害（地震・津波対策）対策
・重要拠点をカバーする携帯基地局のアクセス回線多重化
等、災害対策の強化が一層進んだ。

例）
・電源対策（バッテリー対策、可搬型電源等）
・移動基地局等

また、必要に応じ法制度の見直し等も行われている。
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災害用伝言サービスの連携（災害用伝言WG）

大規模災害時のネットワークの輻輳を回避（重要通信の確保）するため、
災害用伝言サービスの機能向上及び利用者への啓発の取り組み

・携帯災害用伝言板の連携
・ブロード版災害伝言板（web171）と携帯との連携
・災害用伝言ダイヤル（171）と伝言板との連携

・災害時の災害用伝言サービスの起動・停止等、運用のルール化
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非公開

非公開



緊急速報メールルールの統一（緊急速報メールWG)

非公開
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「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード2019」受賞
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通信回線の脆弱性評価



通信回線の脆弱性評価マニュアル①

大規模災害等が発生し、電気通信ネットワークがケーブル切断等により途絶した場合、電
気通信事業者は電気通信事業法第８条の重要通信の規定に照らし、重要拠点から優先
的に復旧を図りますが、復旧に係るリソースは無限ではないことから、お客様の時間的な希望
を充分に満たせない事もあり得ます。

ＴＣＡ安全・信頼性協議会ではこのたび、大規模災害の復旧を幾度か経て来た電気通
信事業者としての経験を踏まえ、災害に備えて事前にチェックしておくと良いと思われる電気
通信回線に関するポイントを検討し、とりまとめました。
通信回線の管理者等におかれましては、ご自身の管理するシステムに係る通信回線の脆弱

性評価にあたり、本紙をご活用頂きたいと考えております。
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通信回線の脆弱性評価マニュアル② 抜粋
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電気通信サービス向上推進協議会

事故対応検討WGの取り組み
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電気通信サービス向上推進協議会の体制

電気通信サービス向上推進協議会HPより(www.tspc.jp)

目的 ： 本協議会は、電気通信事業の公共性に鑑み、利用者が安心して電気通信サービスを利用できるよう利用者利便の確保を図
るため、電気通信事業者共通の課題を処理し、もって公共の福祉の増進に資することを目的と します。

構成員：(一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、(一社)日本 インターネットプロバイダー協会及び
（一社）日本ケーブルテレビ連盟の４団体

事故対応検討WG
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障害情報に関する仕様、掲載内容等は、事業者や電気通信サービス等により異なっ
ているため、「内容がわかりにくい」、「迅速でない」等、障害の発生時における利用者等
に対する適切な周知・情報提供が十分に行われていないとの指摘がある。

また、総務省が取りまとめた「情報通信審議会 情報通信技術分科会 ＩＰネット
ワーク設備委員会」報告（平成21年７月２８日）においては、障害発生時の利用
者や報道機関等への周知・情報提供の方法等について、利用者にとって利便性の高
い統一的な周知・情報提供が行える仕組みを整備するため、電気通信分野において
業界団体が統一したガイドラインを策定し、同ガイドラインに沿った対応を各事業者が
行うことが必要である」ことが示された。

このため、電気通信業界団体として業界統一のガイドラインを策定

事故対応検討WG

(一社)電気通信事業者協会、(一社)日本インターネットプロバイダー協会、

(一社)テレコムサービス協会、(一社)ケーブルテレビ連盟 から構成

通信事業者としては、

主にTCA「安全・信頼性協議会」構成員がメンバー

2009(平成21)年10月
※2009(平成21)年10月9日 第1回WG開催

WGの設置

背景・目的

構成

(一社)電気通信事業者協会WG事務局

28



WG開催状況

2009（平成21)年 10月~

2010(平成22)年4月1日

「電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・

情報提供の方法等に関するガイドライン」（初版制定）

第1期検討会

2018（平成30)年 5月~

2019(平成31)年1月30日

「電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・

情報提供の方法等に関するガイドライン」（第2版改定）

第2期検討会

第3期検討会

2018（平成30)年 5月~

2020(令和2)年3月31日

「電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・

情報提供の方法等に関するガイドライン」（第3版改定）
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第1次検討①
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第1次検討② ガイドライン初版の策定 （ポイント抜粋）
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第2次検討①
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平成30年6月



WG資料より

第2次検討②
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第2次検討③ ガイドライン第2版の策定 （ポイント抜粋）
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第3次検討①
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第2次検討② ガイドライン第3版の策定 （ポイント抜粋）

・緊急通報にかかわる周知について

・代替手段にかかわる周知について

・周知の多様化について

本文への追加及び脚注により具体例を記載

主な反映項目

抜粋
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最後に

引き続き、事業者共通の課題等、検討・解決に向け、
事業者様及び関係団体様と取り組んでまいります。

ご清聴ありがとうございました。
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